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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
指
針
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
行
政
機
関
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
政
府
を
挙
げ

て
こ
れ
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
が
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
こ

と
。

二
、
都
道
府
県
の
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
の
推
進
に
関
す
る
計
画
の
策
定
な
ど
、
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
施

策
を
着
実
に
実
施
で
き
る
よ
う
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

三
、
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
の
予
防
法
と
根
治
的
治
療
法
の
確
立
を
目
指
し
、
患
者
の
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
効
果
的
か

つ
効
率
的
な
研
究
推
進
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


